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 熊本県公有財産取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
熊本県規則第７号 
   熊本県公有財産取扱規則の一部を改正する規則 
 熊本県公有財産取扱規則（昭和３９年熊本県規則第１７号）の一部を次のように改正す
る。 
 第１１条第５号中「普通財産」を「公有財産」に改める。 
 第２６条第１項中「普通財産」を「公有財産」に、「普通財産貸付申請書」を「公有財
産貸付申請書」に改める。 
 第２７条中「普通財産」を「公有財産」に、「貸付普通財産現状変更申請書」を「借受
財産現状変更申請書」に改める。 

第２８条中「普通財産」を「公有財産」に改める。 
第２９条中「第３条」を「前３条」に、「普通財産」を「公有財産」に改める。    

   附 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 

 
 
 熊本県難聴幼児通園施設規則等を廃止する規則をここに公布する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
熊本県規則第８号 
   熊本県難聴幼児通園施設規則等を廃止する規則 
 次に掲げる規則は、廃止する。 
（１） 熊本県難聴幼児通園施設規則（昭和５６年熊本県規則第１５号） 
（２） 熊本県くすのき園設置条例施行規則（昭和５６年熊本県規則第４６号） 
（３） 熊本県りんどう荘設置条例施行規則（昭和６１年熊本県規則第１３号） 
（４） 熊本こすもす園設置条例施行規則（昭和６２年熊本県規則第２２号） 
（５） 熊本県身体障害者更生施設規則（平成元年熊本県規則第２５号） 
（６） 熊本県あかねの里設置条例施行規則（平成６年熊本県規則第５号） 

   附 則 
 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

第１１８８８号 

平成 22 年 3 月 9 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 規  則 
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熊本県告示第２４７号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規 
定により次のように保安林の指定施業要件を変更する旨農林水産大臣から通知を受けたの 
で、同法第３３条の３において準用する同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南小国町（国有林。次の図に示す部分に限る。）、 
 阿蘇郡南小国町（次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    南小国町（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県阿蘇地域振興局並びに南小国町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第２４８号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年３月９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 10.0 
  ～ 
 17.0  

 

 321.5 
 

 

前

  8.0 
  ～ 
 45.0 

 

 495.0 

主要地方道 熊本菊鹿

線 
菊池市泗水町南田島 
    ５２９番１地先から 
同市泗水町田島 
    ２８２番１地先まで 

 

後

 10.0 
  ～ 
 17.0  

 

 321.5 

仮設道

路の撤

去 

 

前

  8.2 
  ～ 
 14.2 

 

 205.0 
主要地方道 植木イン

ター菊池

線 

菊池市七城町林原字前田 
  ８１４番１地先から 
同市七城町林原字川原 
  ９７６番６地先まで  

後

 15.7 
  ～ 
 28.5 

 

 205.0 

単県改

（歩道

及び右

折レー

ンの設

置） 
２ 区域を変更する期日 平成２２年３月９日 

 
 
熊本県告示第２４９号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年３月９日から６０日間、熊本県土木部道路保全課において
一般の縦覧に供する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

 告  示 
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道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

菊池市泗水町吉富字中川原 
    ９９８番地先から 
同市泗水町豊水字頭図 
    ３３０２番１地先まで 

 

前

  4.7 
  ～ 
 21.0  

 

1,375.

0 

菊池市泗水町吉富字中川原 
    ９９８番地先から 
同市泗水町豊水字頭図 
    ３３０２番１地先まで 

  4.7 
  ～ 
 21.0  

 

1,375.

0 

一般県道 原植木線 

菊池市泗水町福本字北請 
    １３０６番地先から 
同市泗水町福本字西谷 
    ７７９番２１地先まで 

 

 

 

後

 16.3 
  ～ 
 48.1 

 

1,312.

0 

地基創

改（バ

イパス

発生）

２ 区域を変更する期日 平成２２年３月９日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第１１２号 
 八代市に事務所を置く八代平野北部土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨
の届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定
により公告する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

役職名   氏   名   住  所 
退任 

理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
監事 
監事 
監事 
監事 

就任 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 

 

坂田 孝志 
浜田 洋 
吉永 隆 
山村 清二郎 
宮本 茂 
藤本 徹 
園田 幸徳 
本田 博 
中田 秋人 
園田 春由 
西田 昭三 
蓑田 賢一 
黒田 清志 
松永 豊 
松岡 建昭 
平﨑 正男 
家田 富造 
中道 清 
岩田 一芳 
上田 敏光 
 

坂田 孝志 
藤本 一臣 
髙本 健治 
一美 清一 
萩本 厚生 
田崎 光則 

 

八代市千丁町太牟田１３００番地３ 
八代郡氷川町網道１４８０番地 
八代市上日置町２５６９番地 
八代市上野町１８８４番地 
八代市高小原町１３０３番地１ 
八代市郡築２番町１３４番地 
八代市郡築１２番町２２８番地 
八代市昭和同仁町３３８番地５３２ 
八代市岡町中１７７番地 
八代市千丁町吉王丸５０６番地 
八代市千丁町古閑出２１７２番地 
八代市鏡町鏡村１０３５番地 
八代市鏡町宝出５８７番地 
八代市鏡町野崎１１１５番地 
八代市鏡町貝洲１１６４番地 
八代市鏡町下村１６４９番地 
八代市郡築８番町２４番地２ 
八代市昭和日進町１８番地 
八代市千丁町古閑出新２４５３番地４ 
八代市鏡町北新地９２３番地 
 

八代市千丁町太牟田１３００番地３ 
八代郡氷川町高塚９３５番地 
八代市井上町２４１番地２ 
八代市古閑中町１４８８番地 
八代市井揚町３０５０番地 
八代市郡築３番町１３６番地２ 

 公  告 
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理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
理事 
監事 
監事 
監事 
監事 

立石 修治 
上村 義美 
福田 貞雄 
北橋 龍美 
岩崎 忍 
田添 秀行 
山本 一 
黒田 清志 
満永 芳雄 
橋本 保博 
家田 富造 
岩崎 茂 
宮田 学 
米 昭雄 

八代市郡築１０番町５７番地２ 

八代市昭和日進町９４地３ 
八代市岡町小路６９４番地 
八代市千丁町太牟田１７２５番地 
八代市千丁町古閑出２６２９番地２ 
八代市鏡町上鏡２０３番地 
八代市鏡町野崎１３９番地 
八代市鏡町宝出５８７番地 
八代市鏡町北新地３１５番地 
八代市鏡町下村３０４番地 
八代市郡築８番町２４番地２ 
八代市昭和明徴町８２９番地２ 
八代市千丁町新牟田１３５番地 
八代市鏡町貝洲７１０番地 

 
 
熊本県公告第１１３号 
 菊池郡大津町に事務所を置く護川土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨の
届出があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定に
より公告する。                                 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

役職名     氏   名    住  所 
退任   
  理事 

   理事 
   理事 
  理事 

   理事 
   理事 
  理事 

   理事 
   理事 
  理事 
   理事 
   理事 
   理事 

   監事 

  監事 

就任 
   理事 
   理事 
  理事 

   理事 
   理事 
  理事 

   理事 
   理事 
  理事 

   理事 
   理事 
   理事 
   理事 

  監事 

 

 合志 義一 
 石原 大成 
 安永 忠文 
 藤坂 巧 
 永田 光雄 
 永田 博 
 今村 誠吾 
 大村 信種 
 今村 達也 
 永田 照 
 府内 傳 
 松岡 星基 
 村山 春木 
 清水 誠 

 今村 信敬 

 

 合志 義一 
 石原 大成 
 安永 忠文 
 藤坂 正昭 
 永田 光雄 
 永田 博 
 田上 元春 
 大村 築 
 今村 達也 
 永田 照 
 府内 傳 
 松岡 一夫 
 大村 信種 
 清水 誠 

 

 菊池郡大津町大字杉水１７８番地 
 菊池郡大津町大字杉水２７２９番地 
 菊池郡大津町大字杉水２６０１番地 
 菊池郡大津町大字矢護川２４５６番地 
 菊池郡大津町大字矢護川３０１４番地２ 
 菊池郡大津町大字矢護川３０８３番地 
 菊池郡大津町大字矢護川１３７４番地 
 菊池郡大津町大字矢護川１３３２番地 
 菊池郡大津町大字矢護川１０３３番地 
 菊池郡大津町大字矢護川２４２番地 
 菊池郡大津町大字平川２５１９番地 
 菊池市旭志尾足３５５番地 
 菊池郡大津町大字矢護川３０８８番地 
 菊池市旭志川辺５７１番地 

 菊池郡大津町大字矢護川１２８７番地 

 

 菊池郡大津町大字杉水１７８番地 
 菊池郡大津町大字杉水２７２９番地 
 菊池郡大津町大字杉水２６０１番地 
 菊池郡大津町大字矢護川２３６６番地 
 菊池郡大津町大字矢護川３０１４番地２ 
 菊池郡大津町大字矢護川３０８３番地 
 菊池郡大津町大字矢護川１３５６番地 
 菊池市郡大津町大字矢護川１３４３番地 
 菊池郡大津町大字矢護川１０３３番地 
 菊池郡大津町大字矢護川２４２番地 
 菊池郡大津町大字平川２５１９番地 
 菊池市旭志尾足３３８番地 
 菊池郡大津町大字矢護川１３３２番地 
 菊池市旭志川辺５７１番地 
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  監事  今村 信敬  菊池郡大津町大字矢護川１２８７番地 
 

 
熊本県公告第１１４号 
 玉名市に事務所を置く玉名平野土地改良区の役員が次のとおり退任した旨の届出があっ
たので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により公告す
る。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
 役職名     氏   名    住  所 
 退任 
  理事 

 

  武澤 諫 
 

  玉名市上小田１５２８番地６ 
 

 
熊本県公告第１１５号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８
条第１６項の規定により土地改良区の清算人退任の届出があったので、同法第６８条第４
項において準用する同法第１８条第１７項の規定により公告する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
１ 土地改良区の名称 
  清算法人 天草町土地改良区 
２  退任する清算人 
    氏   名    住  所 
 森   安広 
 田中 義高 
 倉田 道明 
 若松 重唯 
 松本 昭好 
 川原 昭雄 
 中本 悦雄 
 松村 智敏 
 堀田 身勒 
 深池  清 

 天草市天草町高浜南２７６４番地２ 
 天草市天草町福連木３９７７番地 
 天草市天草町下田北２１３番地 
 天草市天草町下田南２５０２番地１ 
 天草市天草町高浜南５３６２番地 
 天草市天草町高浜北４８２９番地 
 天草市天草町高浜北５６１２番地 
 天草市天草町大江１３７２番地 
 天草市天草町大江２６０３番地 
 天草市天草町大江５４７番地４ 

 
 
熊本県公告第１１６号 
 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律（昭和４１年法律第１２６号）
第１１条第１項の規定により、阿蘇郡南小国町に事務所を置く上中原入会林野整備組合代
表者宮﨑良久から申請のあった上中原入会林野整備計画を平成２２年３月１日付けで認可
したので、同条第３項の規定により公告する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

 
 
熊本県公告第１１７号 
 次のとおり一般競争入札に付する。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
１ 競争入札に付する事項 
 (１) 委託業務の名称 
    水俣病総合対策医療事業等診療報酬明細書データ入力等事務委託業務 
 (２) 委託業務の内容 
    入札説明書及び仕様書のとおり 
 (３) 委託期間 
    平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
 (４) 入札方法 
  ア 入札金額は、水俣病総合対策医療事業等診療報酬明細書データ入力等事務委託業

務に要する費用とする。 
  イ 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、小数点第３
位以下の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札
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者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載
すること。 

  ウ 入札説明書及び仕様書に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札
心得（昭和３９年熊本県告示第４２０号）の規定を準用する。 

  エ 入札書は、入札説明書に示す様式により作成すること。 
２ 入札に参加できる者 
  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
 (１) 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

（平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）第５条の規定による
審査のうえ、入札参加資格者として要綱第６条に規定する入札参加資格者名簿の営
業種目情報処理業務に登録された者であること。 

    なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲
げるところにより、要綱第５条第１項の規定による審査を受け、入札参加資格を得
ること。 

 (２) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立てを行った
者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受けて
いること。 

 (３) 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立てを行った
者又は申立てをされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受けて
いること。 

 (４) ６の（３）の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名停
止等の措置要領(平成１４年熊本県告示第８１１号)による指名停止期間中でないこ
と。 

 (５) 熊本県内に本店又は支店（営業所等を含む。）があり、担当技術者が常駐してい
ること。 

 (６) 平成２１年度を含む過去３年間に、診療報酬明細書に係るデータ入力及び点検等
の業務を受託した実績があること。 

 (７) 受注及び納品について、次の要件を満たすこと。 
  ア 熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条例１０号）に規定する休日（以下

「県の休日」という。）以外の日に、１日に２回（午前１１時及び午後４時）、熊
本県環境生活部水俣病保健課、水俣病審査課(県庁行政棟新館５階)及び熊本県地域
振興部情報企画課(県庁行政棟新館９階)において、受注及び納品をすることができ
ること。 

  イ アの日時以外でも、県が業務上必要と判断する場合においては、県の求めに応じ
て、随時にアに記載する場所において、受注又は納品をすることができること。 

３ 入札参加資格を得るための申請方法等 
 (１) 申請の方法 
    ２の（１）に規定する入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望する

ものは、要綱に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請であ
る旨を明示すること。）に必要書類を添付し、（２）の場所に持参又は郵送（書留
郵便に限る。）により提出すること。    

 (２) 入札参加資格審査申請書の入手先及び提出先並びに申請に関する問い合わせ先 
    熊本県出納局管理調達課資格審査班（県庁行政棟本館２階） 
    郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話 096-383-1111 内線６３５０ ダイヤルイン 096-333-2581 
 (３) 入札参加資格審査申請書の受付期間 
    平成２２年３月９日（火）から平成２２年３月１２日（金）までの日（県の休日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
    ただし、受付期間終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資格

審査が入札に間に合わないことがある。 
４ 競争入札参加資格確認申請書の提出 
  本競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加資格確認申請書を提出し、 
 競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 
 (１) 提出期間 
    平成２２年３月９日（火）から平成２２年３月１９日（金）までの日（県の休日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
 (２) 申請書の入手先及び提出場所 
    ５に記載のとおり 
 (３) 提出方法 
    ５に記載する場所に持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出する。 
 (４) 競争入札参加資格確認結果の通知 
    競争入札参加資格確認の結果は、資格確認結果通知書により通知する。 
５ 契約条項を示す場所 
  熊本県環境生活部水俣病保健課（県庁行政棟新館５階） 
  郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  電話 096-383-1111 内線７３８６ ダイヤルイン 096-333-2282 
６ 入手手続等 
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 (１) 入札に関する事務を担当する部局の名称 
    ５に記載のとおり 
 (２) 入札説明書及び仕様書の交付期間及び場所 
  ア 交付期間 
    平成２２年３月９日（火）から平成２２年３月１９日（金）までの日（県の休日

を除く。）の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 
  イ 交付場所 
    ５に記載のとおり 
 (３) 入札及び開札の日時及び場所 
  ア 日時 
    平成２２年３月２４日（水）午後２時から 
  イ 場所 
    熊本県庁行政棟新館８０２会議室（県庁行政棟新館８階） 
    郵便番号 862-8570 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    電話 096-383-1111 内線３７２５ 
 (４) 入札書の提出方法 
    （３）記載の入札場所に持参するものとする。 
７ その他 
 (１) 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨とする。 
 (２) 入札保証金 
    免除する。 
 (３) 無効の入札 
    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
  ア 競争入札参加資格を有しない者のした入札 
  イ 委任状を提出しない代理人のした入札 
  ウ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入 
   札 
  エ 記名押印を欠く入札 
  オ 金額を訂正した入札 
  カ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
  キ 明らかに連合によると認められる入札 
  ク 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入 
   札 
  ケ ２以上の意思表示をした入札 
  コ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
  サ その他入札に関する条件に違反した入札 
 (４) 落札者の決定方法 
    有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って申

込みをしたものを落札者とする。 
    ただし、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項

の規定に基づき、低入札価格について一定の基準価格を設けているため、その基準
価格を下回った価格で入札を行った者は、最低の価格をもって申込みをした者であ
っても落札者とはならない場合がある。 

 (５) 最低制限価格 
    無 
 (６) 契約書作成の要否 
  ア 契約書作成の要否 
    要 
  イ 契約の締結期限 
    落札者決定の日から7日以内とする。 
  ウ 落札者からの契約締結の申出期間 
    落札者決定の日から３日以内とする。 
 (７) 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、入札金額に仕様書に

掲げる予定件数を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して得
た額の１００分の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、次のア又は
イのいずれかに該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 

  ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

  イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき（その者が、契約を
履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

 (８) その他詳細は、入札説明書による。 
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熊本県訓令第３号 
                  本庁各部（局）課（総室・室・センター） 
                  各  地  方  出  先  機  関   
 熊本県狩猟監視員服務要領を廃止する訓令を次のように定める。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
   熊本県狩猟監視員服務要領を廃止する訓令 
 熊本県狩猟監視員服務要領（昭和２６年熊本県訓令第４７９号）は、廃止する。 
   附 則 
 この訓令は、平成２２年３月９日から施行する。 

 
 
熊本県訓令第４号 
                  本庁各部（局）課（総室・室・センター） 
                  各 地 方 出 先 機 関 
                  出 納 局 
                  教 育 庁 各 課 
                  人 事 委 員 会 事 務 局 
                  監 査 委 員 事 務 局 
                  警 察 本 部 
                  労 働 委 員 会 事 務 局 
                  議 会 事 務 局 
 熊本県公有財産取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式等を定める訓令の一部を改正す
る訓令を次のように定める。 
  平成２２年３月９日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

熊本県公有財産取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式等を定める訓令の一部を改
正する訓令 

 熊本県公有財産取扱規則に規定する帳簿及び書類の様式等を定める訓令（昭和６１年熊
本県訓令第５号）の一部を次のように改正する。 
 別表中「普通財産貸付申請書」を「公有財産貸付申請書」に、「貸付普通財産現状変更
申請書」を「借受財産現状変更申請書」に改める。 
 別記第９号様式中「普通財産貸付申請書」を「公有財産貸付申請書」に、「普通財産」
を「公有財産」に、「貸付希望期間」を「貸付希望期間及び数量」に改める。 
 別記第１０号様式中「貸付普通財産現状変更申請書」を「借受財産現状変更申請書」に、 
「貸付普通財産」を「借受財産」に、「貸付期間」を「借受期間」に、「現状回復」を「原
状回復」に改める。 
  別記第１１号様式中「使用許可希望期間」を「使用許可希望期間及び数量」に改める。 
     附 則 
  この訓令は、平成２２年３月９日から施行する。 
 

 訓  令 


